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令和５年度 第２回射水市子ども・子育て会議 

第２回射水市子ども施策推進委員会 議事要旨 

 

１ 開催日時  令和６年２月６日(火)  午後７時００分～午後８時３０分 

 

２ 開催場所  射水市役所本庁舎 ３階 会議室 302、303 

 

３ 出 席 者 

(1) 子ども・子育て会議委員 

石津委員（会長）、川井委員（副会長）、明橋委員、吉野委員、上田委員、 

杉山委員、浅村委員、福井委員、北委員、作道委員、立浪委員、森田委員、 

山崎委員、宮島委員、篠田委員 

 (2) 当局 

    福祉保健部長、福祉保健部次長、子育て支援課長、保健センター所長、 

生涯学習・スポーツ課長、子育て支援課職員５名、生涯学習・スポーツ課職員１名、 

    保健センター職員１名 

    

４ 欠 席 者  伊藤委員、二川委員 

        

 

 

 

会 議 次 第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 事 

協議事項 

（１） 令和６年度 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員について 

（２） 第三期射水市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケート調査等の実施について 

報告事項 

（１） 第二期射水市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

  ア 当該計画の令和４年度進捗状況について 

  イ 放課後児童健全育成事業について 

（２）令和６年度市立保育園等の給食費の改定について（案） 

（３）「射水市の保育園・こども園職場訪問ツアー」について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 
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≪議事録≫ 
議事 
協議事項 
（１）令和６年度 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員について 
 
（事務局）令和６年度利用定員について説明 
（委 員）全員承認 
 
（委 員）大門わかば幼稚園について、新たに土曜保育を他の拠点施設に集約し、実施すること 

に関して、詳しく教えて欲しい。 
（事務局）土曜保育の開始は令和６年４月を予定している。実施場所は大門きらら保育園を想定 

している。土曜保育の利用希望者がいた場合は、大門きらら保育園に行ってもらい、 
大門わかば幼稚園と大門きらら保育園の保育士等が一緒に土曜保育を行うことを考え 
ている。 
 

（委 員）大門わかば幼稚園の土曜保育の利用者数が増えていけば、大門きらら保育園だけでな 
く、大門わかば幼稚園でも土曜保育を受け入れしていくということでよいか。 

（事務局）利用状況に応じて実施場所の検討は必要だと考えている。 
 
 
（２）第三期射水市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケート調査等の実施について 
 
（事務局）第三期射水市子ども・子育て支援事業計画策定に向けたアンケート調査について説明 
 
（委 員）例えば、アンケート調査票 B では無作為で抽出した小学生の保護者に回答してもらい、 

アンケート調査票 D では市立 15 小学校の 5 年生の保護者に回答してもらうことに 
なっている。調査が重複する可能性があると思うが、どのように整理しているのか。 

（事務局）重複した場合は、それぞれの調査票に回答してもらいたいと考えている。 
 
（委 員）中学生と高校生に対する調査票の質問項目で「（家や学校以外）何でも相談できる場所 
     （電話やネットの相談も含む。）」とあるが、射水市で実施している相談窓口も選択項 
     目に加えることはできないか。 
 
（委 員）中学３年生は、３月初旬から３月２９日までの調査期間は卒業式や県立高校入試で忙 

しく、アンケートの実施は厳しいと思うがどうか。 
（事務局）中学３年生にアンケートを実施するかどうかについては検討したい。 
 
（委 員）アンケート調査の回答率（見込み）は？ 
（事務局）前回（平成３０年）の子ども子育て支援計画に関するアンケート調査の回答率は６０％ 

を超えていた。今回のアンケート調査では回答率を６０％から７０％を目標にしたい。 
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報告事項 
（１）第二期射水市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 
 
（事務局）当該計画の令和４年度進捗状況及び放課後児童健全育成事業について説明 
 
（委 員）放課後児童クラブととやまっ子さんさん広場との違いについて 
（事務局）利用できる児童に違いがある。放課後児童クラブは日中、保護者が家にいなくて見守 

りが必要な児童が対象となる。とやまっ子さんさん広場は制限を設けていないので、

原則小学生以下の児童であれば、誰でも利用できる。 
職員の配置にも違いがある。放課後児童クラブは、支援員等を２名以上配置する必要 
があり、うち 1 名は県が指定する研修を受けた支援員である必要がある。とやまっ子 
さんさん広場は、特に資格は必要なく見守りを担う地域住民を 2 名配置することで実 
施できる。 

 
 
（２）令和６年度市立保育園等の給食費の改定について（案） 
 
（事務局）令和６年度市立保育園等の給食費の改定（案）について説明 

 
 

（３）「射水市の保育園・こども園職場訪問ツアー」について 
 
（事務局）「射水市の保育園・こども園職場訪問ツアー」について説明 

 
 

その他 
 明橋委員から「こどもまんなか社会」の実現に向けた提案・意見、事務局から「八幡保育園の

あり方検討（地域部会）の進捗」、「七美幼稚園のあり方検討」について報告 
 


